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教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
長
の
項
及
び
第
三
条
の
表
警
察
本
部
長
の
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。
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一
部
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よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
十
項
中
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に

お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
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成
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十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
納
入
義
務
者
に
係
る
督
促
の
特

例
）

　
　

歳
入
徴
収
者
は
、
納
期
限
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
歳
入
に

11
つ
い
て
、
当
該
歳
入
の
納
入
義
務
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け

た
こ
と
に
よ
り
当
該
納
期
限
ま
で
に
当
該
歳
入
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
十
月
二
十
日
ま
で
に
督
促
す
る
も
の
と
す
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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